
1緊急時t：りリクり‘‘に係る動員計画 I 乙内閣府Cabinet Office, Gov<rnment of Japan 

► 防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、平成27年1 月に「緊急時モニタリングに係る動員計
画」が策定された。

► 緊急時モニタリングの広域化や長期化に備え、要員及び資機材の動員についてあらかじめ準備すべき
事項、動員の要請の手順等を定め、要員及び資機材の円滑な動員に資することを目的とする。

。

＜概要＞

原子力災害対策指針においては、緊急時のモこタリンゲの
実施に当たって、国、地方公共団体及び原子力事業者
は、目的を共有し、それぞれの賣任を果たしながら、

連携し、必要に応じて補い合うこと、関係指定公共機
関は専門機関として国、地方公共団体及び原子力事業
者による緊急時モこりリンり‘‘を支援することとされている。

動員計画においては、緊急時モこりリンゲの広域化や長期
化に備え、要員及び資機材の円滑な動員に資するため、

► 地方公共団体、原子力事業者、関係指定公共機関
等（以下「関係機関」という）から動員可能な要
員及び資機材の情報の調査方法

► 上述の情報の更新の方法
► 緊急時モこタリンゲセンター、原子力規制委員会・内閣府原

子力事故合同対策本部（全面緊急事態においては、
原子力災害対策本部）事務局及び関係機関の調整

プDセス
等について規定

関係機関の保有資機材数
（平成30年度調査による。佐賀県、福岡県、長崎県、

九州電力を除く。）

霞匿昌一" 
1 6 II 35 」l-

， 
道府県 706 284 3 6 

原子力事業者 6 1 2 57 lI 34 

関係指定
99 6 2 

公共機関等

※各資機材については保有数を記載．
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1玄海地域の緊急時そ：り1Jクり地点及び一時移転等の実施 I 乙内閣府Osbinct Office, Government of J•pan 

。

► 固定観測局については、そこで測定された実測値に基づいて迅速に防護措置を講ずる区域を特定できるよう、原子

力災害対策重点区域における全ての一時移転等の実施単位毎に設置されることが必要であり、佐賀県、長崎県及

び福岡県では、既設モニタリンク・ポスト等の値に基づき一時移転等を実施する範囲を対応付けている。既設モニタリングホ次

ト等の全てについて非常用電源を設置しているほか、既設モニタリングポスト等の故障等に備え、可搬型モニタリンク・ポスト等

を保有している。

凡例 ：テ畏噸墨占仁 旦
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”電力による玄海地域の緊急時そ：り1Jクり‘、 I 乙 内閣府
Cabintl om≪, Gov,rnm<nl of Japan 

► モニタリンゲステーション及びモニタリンゲポスト
・モニタリングステーション等（計3台）で、発電所敷地境界付近の放射線量率、放射性物質濃度を測定
※電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源や通信回線の強化を実施
•万ー、モニタリングステーション等が使えなくなった場合に備え、可搬型モニタリンゲポストを別途配備(3台）

► 可搬型エリアモニタ
・施設敷地緊急事態が発生した場合、可搬型エリアモニタを設置して、原子炉格納施設を囲む8方位(8台）の放射線量率

を測定
► モニタリングカー及びサーペイメータ搭載車両等
・放射線量率、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したモニタリングカー等(3台）を配備

► 可搬型放射能測定装置
•発電所及びその周辺の放射線量率、放射性物質濃度を可撮型放射能測定装置（サーペイメータ等）で測定

► オフサイトの協力
・緊急時モニタリングセンターに人員を派遣し、必要な協力を行う。

モこタリンゲカー

可搬型モこタリンり‘‘ポスト
（衛星系回線による通信機能付）

ら
サーI¥‘9イメータ等を

搭載した車両

//  
無線伝送

可搬型Iリアモこり

（サーI¥‘‘イメーり類） （タ，，ストサンプぅ）

車両に搭載する可搬型放射能測定装置の例 139 
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11.原子力災書時の医療の実施体制

（安定印素剤・避難退域峙検査・箇易陰染を含む）
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L安定3り素剤の事前配布 I 乙内閣府Cabinet Offiet, Government of Japari 

げんかいちょう からつし 重つうらし

► 佐賀県玄海町及び唐津市、長崎県松浦市では、安定ヨウ素剤の事前配布に係る住民説明会を開催し、同時に安定
ョウ素剤の事前配布を実施している。佐賀県では平成30年11月30日現在で5,206人（ゼリー剤を含む。）に、長崎県

では平成30年8月31日現在で940人（セ・リー剤を含む。）に事前配布を実施。今後も継続して説明会等を開催し、配

布を行う。
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※PAZ内及びPAZに準じて防護措置を実施する地域の
対象住民数

く安定3り素剤事前配布説明会＞
医師、県及び関係市町職員により、安定3り
素剤の効能や服用時期など、事前配布に際
し知っておくべき事項を説明し、安定3り素
剤を配布。

。□ 
［ら“
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I佐賀県における避難住民等に対する安定印素剤の備蓄状況と緊急醗布 乙内閣府C.1binct Office, Government o「Japa.n

＞ 避難住民疇に対する安定ヨウ素剤の緊急配布に傭え、佐賀県では計70か所の施設に合計約1,144,000丸の丸剤と約6,500gの粉末剤、ゼリー剤

（乳幼児用、新生児用）18,42舷3を雙璽， .~.,._. 舶倉しし● m• 江らし● 如•
そのうち、佐賀県内の難島（高島、神集島、小川島、加唐島、松島、罵渡島、向島）については、それぞれの離島において安定ヨり素剤を備蓄。

> 緊急配布が必蔓となった場合は、備蓄場所より各市町が指定する集合場所等（合計53か所（各離島を含む））や避難経路上の緊急配布場所

（候補地計12か所）、避難退域時検査場所（候補地計12か所）に市町職員が搬送の上、対象住民等に緊急配布を実施。

も ・ 。シ ＼urシ,--蛭浜駅 中 文 ー1-『□詈E円詈E口］
県及び市町職員により、
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安定3り素剤の搬送を実施
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一綱含湯所曹で壽・配布(It5れか所）

輝酎11か所 伊号砿市：14か所

漕朧精＂よにおける累・配布
(It12か所l

緊急時に市町が避難経路上に場所
を指定して緊急配布を実施．

（凡例）

0：安定3り素剤傭蓄場所

● ：集合場所

讚層逼鳴鴫檎奮場所で票亀配布
(tt12か所）

ありたちょう

佐賀市 ：3か所 有田町 ：2か所
たくし 言や攣ちょう

多久市 ： 1か所基山町 ：1か所
たけおし

武雄市 :4か所
かし拿し

鹿島市 :1か所
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